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　特別児童扶養手当を受給している人は町から案内をお送りします。必要書類を添付の上、『所得状況届』
を提出してください。この届出に基づき、受給資格や所得などを確認し、その年の 8月から翌年 7月ま
での手当の支給要否を認定します。
　所得状況届を提出しないと手当の支払いが差し止められることがありますのでご注意ください。
■提出期間

8 月 10 日（木）～９月 11 日（月）
■受付場所・問合せ先

町民福祉課 児童係（１階③窓口）☎ 52-5810

特別児童扶養手当の所得状況届について

令和 5年度　大島商船高等専門学校公開講座のお知らせ
　大島商船高等専門学校では、様々な分野の公開講座を開催しています。受講者は、講座のテーマ、対
象者の年齢、人数などにより制限することがありますが、原則、どなたでも受講できます。

◇日時
令和５年８月から順次
◇会場

大島商船高等専門学校
（大島郡周防大島町大字小松 1091 番地 1 ）
◇お問合せ先

大島商船高等専門学校　総務課企画係
☎ 0820-74-5521

◇公開講座
ハングル語学堂、ドローン操作体験、もの作
り体験講座、水上オートバイで人命救助体験、
マイクロビットでプログラミング入門！など
※講座によって受講料が

必要です。詳しくは、
QR コ ー ド を 読 み 取
り、大島商船高等専門
学校のホームページで
確認してください。

　柳井商工会議所では、『創業を検討している人』から『創業後5年未満の人』を対象に創業塾を開講しま
す。創業に必要な知識、手続き、計画づくりなどわかりやすく解説します。
　すでにアイデアをお持ちの人や現在の職種から独立を考えている人、いつか自分で事業をしてみたい
と考えている人、創業はしているが改めて経営について学び直したい人など、意欲のある人は、ぜひこ
の機会をご利用ください。（この事業は、田布施町の特定創業支援事業に認定されている事業です。）

■開催日時
　8月10日（木）・17日（木）・24日（木）
　9月14日（木）・21日（木）・10月7日（土）
　各回　午後６時30分～午後８時30分
　※最終日のみ午後１時～午後５時です。
■会場　柳井商工会議所１階研修室
■定員　10人
　※定員になり次第、申し込みを締め切ります。
■対象者
　創業を考えている人、創業後5年未満の人
■受講料　3,000円（全６回分）

『やない創業塾やない創業塾』　第 11期受講生を募集します

■講師
シンプルシステム(株)
代表取締役　伊藤　勝彦　氏
■申込方法
　申込フォーム（下記QRコード）もしくはメー
ルにて申し込む
■申込み・問合せ先
　柳井商工会議所中小企業相談所
　〒742-8645
　柳井市中央2-15-1
　☎22-3731
　E-mail　soudan@yanaicci.or.jp


